
関 係 各 位

回答種別

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

阪 総 第 ６ ６ 号

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ３ 日

　　　　  　阪南市長　　上　甲　　誠

  　　　　　　（　公　印　省　略　）

回　　答　　書

回　　答　　内　　容

1項(6)予定価格の上限は車両リース・メンテナンス・管理システム・各種カード・最適化
コンサルティング業務を含む全てのサービスが対象という認識でよろしいでしょうか。
その場合、車両リースA区分は2027/3/31までに発生する費用の総額が対象でしょうか。

1
予定価格は全ての業務において、令和８（2027）年３月31日までの費用を積算した上限と
する。したがって、車両リースA区分も当該期間までの積算となる。また、給油代・高速
代は含まない認識でよい。

第2章3
納車期間について、車種によって納期が間に合わない場合は令和9年3月31日以降になる可
能性がございますが、ご了承いただけますでしょうか。

2
今年度中に納車できない車種については、契約前に市と協議して車種を変更するなど対応
すること。

第2章3
メーカー側のオーダー停止に伴い車両発注できない可能性がありますが、ご了承いただけ
ますでしょうか。

3
メーカーの受注停止中車種については、契約前に市と協議して車種を変更するなど対応す
ること。

第2章3
見積提示にあたり、オーダー停止中の車種については現行型の概算でお見積りしてもよろ
しいでしょうか。また、マイナーチェンジ・車両本体・諸税の価格改定があった場合は
リース料の変更は別途協議させて頂くことの認識でよろしいでしょうか。

4
現行型の見積で提示すること。フルモデル・マイナーチェンジによるリース価格等の増額
については、契約前に市と協議して決定すること。

第2章4(3)
リースに含まれる費用⑤⑨車両故障時の修理・パンク修理について、正常使用中に発生し
た修理であればメンテナンス項目内ですが、その他お客様の過失による故障・パンクはメ
ンテナンス項目外ですが、問題ないでしょうか。

5
運転者（市）の過失は事故（自損含）と判断するため、貴社の認識で問題ない。

事業名 　　　阪南市公用車運用最適化事業



要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

第2章4(4)②
 第三者行為による損害の修理費を含まないということ は、万一、第三者が当該車両を損
傷させた場合は、弊社(リー スにおける所有者)と加害者(第三者)が直接、損害賠償交渉 
を行うという理解でしょうか？

6
運転者（市）と第三者の過失割合において、市に過失がある場合、公益社団法人全国市有
物件災害共済会と市が第三者と協議調整する。一方、過失がない場合は、所有者として第
三者に対して損害賠償請求を行うこと。

第2章4(3)
リースに含まれる費用⑤リコール対応についてディーラー店での作業対応となりますので
当社では作業及び管理ができず、車両回送及び日程ご調整については阪南市さまとディー
ラーとでご調整いただくことでご了承いただけます でしょうか。

7
車両回送及び日程調整については市で対応するが、調整するディーラー先等の情報は提供
すること。

第2章6
代車提供体制について、受注者の自動車保険に加入している事故は、弊社が保険代理店と
なり民間の損害保険会社で加入する一部の車両の事故という認識でよろしいでしょうか。

8
仰せのとおり。

第2章6
代車提供体制について、共済加入している車両事故や、リコール対応時は代車提供できま
せんが問題ないでしょうか。
※「リコール」はメーカー起因による修理であるため

9
問題ない。

第2章6(2)
車種及びクラス 軽ダンプ等の特殊車輌について、基本的 には同等の用途クラスで代車を
準備させていただく予定です が、下記の仕様の範囲となります。
・排気量２０００㏄以下、及び積載量2ｔ以下まで・トラックは平ボディートラックまで
・ダンプや車いす移動車等の特殊架装車の対応はできません 上記で問題ないでしょう
か。

10
問題ない。

第3章2
EV車両について、動力用バッテリーはメンテナンス対象外となっておりますがよろしいで
しょうか。

11
よろしい。ただし、メーカー保証がある場合は、整備工場と調整しメンテナンスするこ
と。

第3章2(2)
半年点検：市が独自に指定する６ヶ月ごとの簡易点検について、指定される点検の内容に
ついて記載されておりません が、どのような内容でしょうか。

12
常に車両を安全かつ良好な状態に保つため、法定点検の合間に実施するもの。仕様書P7　
「第３章メンテナンス車両及び維持管理仕様（B区分）　2.メンテナンスの定義　（3）油
脂類・消耗品の交換基準」に掲げている各項目について、交換や補充が必要な時期に達し
ていないかを早期に確認する目視点検が前提となる。



要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

第3章2(3)④
その他消耗品：ワイパーゴム(年1回以上)について、当社では基準を設けておらず、点検
した際に必要に応じて交換させていただいておりますが問題ないでしょうか。

13
問題ないが、視認性が悪くなる前に早めの交換を行い安全に運行できるようにすること。

第4章1(2)②・(5)
通知するためには運転される職員さまのメールアドレスの登録が必要となります。
ついては、職員様専用のメールアドレスをお持ちでしょうか。

14
正規職員は個別メールアドレスがある。会計年度任用職員（短時間任用職員含）について
は、組織（課）のメールアドレスがある。

第4章7
既に阪南市さまで現在使用している予約データを新しく提供するシステムに弊社が移行す
るという理解でしょうか。
また、どのくらい先までの予約が既に入力されていますでしょうか。念のためご教示くだ
さい。

15
移行が必要なのは約10台の契約締結日以降、今年度末までの予約分となる。作業量として
は、職員が１人で移行（手打ち）可能な業務量と判断している。

第5章1(4)
原則毎月1日～月末利用分を月末締で翌月請求いたしますが、月末近くに利用したもの、
データ処理が遅れたものについては翌々月請求となるケースがございますが、ご了承いた
だけますでしょうか。

16
会計上の処理については、事象発生時に市と協議を行い適正な会計処理に協力すること。

第5章2
ETCカードはクレジットカード会社とカード会員契約を締結していることを前提としてお
り、契約時の申込書等は弊社経由 でクレジットカード会社へ提出いたしますが、よろし
いでしょうか。

17
問題ない。

第5章2(1)
課所名の刻印ではなく、登録番号下4桁のプリントのみ可能ですがよろしいでしょうか。

18
課所名と登録番号を紐づけしたデータ等、どの課が利用したかわかるものを受領できれば
問題ない。

第5章2(2)
ETCカードは月額マネジメントサービス料が発生いたしますが、任意の見積書に追記して
問題ないでしょうか。

19
問題ない。

第5章3(2)
給電カードについては発行手数料がかかりますが、任意の見積書に追記して問題ないで
しょうか。

20
仕様書に記載のとおり、提案内容が仕様に合致しない、又は制限事項がある場合は、必ず
その旨を提案書内に明示すること。



要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

第6章1(1)
分析期間が令和8年7月からと記載がありますが、本プロポーザル期間は10月開始かと存じ
ます。
管理システムは先行して開始するということでしょうか。

21
仰せのとおり。

第8章2(1)
操作説明会はどのサービスの説明会でしょうか。

22
システムの操作説明、メンテナンスを行う際の車両の入庫方法など、公用車の使用方法全
般にわたる職員説明会を予定している。

第8章2(2)②
操作解説動画はどのサービスの解説動画でしょうか。

23
できる範囲で説明会に参加できない職員や新たに入庁する職員向けに、職員説明会の録画
や受注者側で既にある動画があれば提供すること。

本提案事業全般において、弊社から再委託する業務委託が、「共同企業体」の範囲と考え
ない認識でよろしいでしょうか。
例)整備工場、損害保険会社、クレジットカード会社等

24
お見込のとおり。

万一、貴市において、メンテナンス費用の立て替えを余儀なくされた事態が発生した場合
は、立て替え払いは可能でしょうか？また、立て替え分は弊社宛に請求いただくことは可
能でしょうか。

25
公費による立替払いはできない。

委託契約期間内に、想定外の車両の増車や入替が発生した場合、リース契約およびメンテ
ナンス業務委託に関わらず、当該期間内においては、それぞれの新規契約は随意契約とな
る認識 ですが間違いないでしょうか。

26
本事業の範囲外（想定外）の事項には、確実な回答を差し控える。あくまで仕様書に定め
る範囲内の台数の増減を想定している。

業務体制表
関連実務実績(契約先・名称)とは具体的にどのように記載すればよいでしょうか？
特に契約先については、守秘義務上、開示できないことが想定されます。

27
民間取引で業務名称がない場合は、業務概要に数量を入れるなど具体的に記載があれば評
価する。

１.基本的な事項 (6)予定価格 について
記載金額について、対象となる役務、およびその提供期間を具体的に明示いただけますで
しょうか？

28
主に仕様書の第１章及び本回答1のとおり。



要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

１.基本的な事項 (6)予定価格 について
対象となる役務の提供期間について、車両の納車時期、サービスの提供開始時期により変
動すると考えますが、どのような考え方で各社提示額の比較を行うのでしょうか？

29
仕様書に基づき、本年10月の一括納車及び一括メンテナンスを想定した比較評価を行う。
システムについては７月から稼働の想定。

１.基本的な事項 (6)予定価格 について
提案時の積算価格が予定価格を超過する場合、参加資格がないということになるのでしょ
うか？

30
原則予定価格の範囲内での柔軟かつ最適な提案を求めるが、失格事由に該当せず、審査対
象外とはならない。

３.実施日程 契約締結
令和8年6月3日に契約締結となっておりますが、契約書の契約条項について開示いただけ
ますでしょうか？

31
本プロポーザルにより選考された契約候補者と協議し、受注者側の契約書を含めた契約条
項の調整を図る予定。

5.質疑及び回答
回答予定日に開示された回答に対して更問いがある場合、受付していただくことはできま
すでしょうか？

32
質疑書提出期限を超えて提出することはできない。

6.参加申請及び提案書等の提出 (2) ⑭提案書・⑮業務工程表・⑯見積書作成上の注意点
CD-ROM等の電子媒体による提出の条件がございますが、ファイルシェアサービスによる電
子媒体ご提供でもよろしいでしょうか？(弊社セキュリティポリシーにより、 外部媒体へ
の電子ファイル保存を禁じております)

33
柔軟に対応する。提案書提出期限までに事務局へ連絡すること。

８.審査及び選定方法、結果  (2)二次審査(プレゼンテーション)
現地参加＋オンライン参加(計3名以内)のハイブリッド形式でもよろしいでしょうか？

34
問題ない。ただし、プロジェクター及びスクリーン以外の機器については、提案者が準備
すること。また当日、通信障害等トラブルによるプレゼン日時の変更要望は認めない。

9.契約の手続き (4) 契約保証金
項番1のとおり予定価格を明示いただいておりますが、本項に“契約金額が1千万円以下
の場合、契約保証金は免除とする”とあり、契約額が1千万円以上である場合の保証金
選択肢が記載されております。本記述の意図、目的をご教示いただけますでしょうか？ 

35
保証金は免除。



要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

第1章 総則 4.対象車両及びインフラ等
(1)新規導入リース車両、(2)メンテナンス委託車両について“令和8年10月から実施”と
のこと、10月1日に30台の新車リース、20台のメンテナンスサービスが開始されるという
ことでしょうか？10月以降、随時新車リース導入、メンテナンスサービス付加を進めてい
くということでしょう？

36
仰せのとおり。
本回答21・29参照

第2章 新規リース・・・ 3. 納車期間
令和8年10月1日から令和9年3月31日までとのこと、対象30台の登録、納車スケジュー
ルはどのようにお考えでしょうか？

37
本プロポーザルにより選考された契約候補者と車種や納車期間等を協議し、導入車両及び
納車時期を最終決定する。

第2章 新規リース・・・ ４. リース条件
電装品(ナビ、ETC、バックカメラ、ラジオ等)についてはメンテ対象外になりますがよろ
しいでしょうか？

38
仕様書に記載のとおり、提案内容が仕様に合致しない、又は制限事項がある場合は、必ず
その旨を提案書内に明示すること。

第2章 新規リース・・・ 5. 整備実施体制及び地域貢献 (1)実施拠点
“市内の自動車整備工場を優先的に活用を”とのこと、現在、貴市と取引実績のある工
場をご紹介いただけますでしょうか？難しいようであれば、指名登録されている整備工場
情報を開示いただけますでしょうか？

39
本プロポーザルにより選考された契約候補者に開示する。

第2章 新規リース・・・ 5. 整備実施体制及び地域貢献 (1)実施拠点
(２)引取納車について、“可能な限り”との表現ですが程度はどのようにお考えでしょう
か？
業界の人材不足により引取納車が困難であるため、現地点検対応も含めて使用者様にご協
力いただいております。地域産業疲弊化に繋がりかねませんので、納車引取の要求程度を
ご教示お願いいたします。

40
公務を優先させるため、現在の指名登録事業者は引取納車を標準業務としている。可能な
限りとは、必須としないということであって、整備工場と受注者が引取納車について協議
することを求める。

第2章 新規リース・・・ 5. 整備実施体制及び地域貢献 (1)実施拠点
12項、13項のご回答内容にもよりますが、“原則として市内の自動車整備工場を優先的
に活用し・・・”とのこと、要件に対応できる市外工場、要件に対応できない市内工
場、どちらを優先利用すべきでしょうか？

41
仕様書のとおり、市内事業者を優先的に活用すること。

第2章 新規リース・・・ 車両の買取及び処分
車両のお買取りについて、受注者が直接買い取るのではなく、買取事業者を斡旋させてい
ただく対応でもよろしいでしょうか？

42
よろしい。その際、2者以上を紹介していただきたい。



要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

第３章 メンテナンス車両及び維持管理仕様・・・ 1. 契約および車両台数
令和8年度の契約はいつ(何月何日)からを想定していますでしょうか？

43
要領・仕様書のとおり。

第３章 メンテナンス車両及び維持管理仕様・・・ ２. メンテナンスの定義 
電装品(ナビ、ETC、バックカメラ、ラジオ等)についてはメンテ対象外になります がよろ
しいでしょうか？

44
仕様書に記載のとおり、提案内容が仕様に合致しない、又は制限事項がある場合は、必ず
その旨を提案書内に明示すること。

第4章 管理システム仕様
管理システムの役務提供にかかる費用について、提示するための様式等はございますで
しょうか？
様式設定が無い場合、費用提示の単位、条件(台数、期間等)ご指示はございますでしょう
か？

45
要領に記載のとおり、任意様式で可。数量等は提案してください。

第7章 自由提案・付加価値項目
(１)鍵管理の無人化について
・月額利用型のサービスを想定していますが、質問1項の予定価格に含まれるのでしょう
か？
・キーボックス等設置スペース、電源はありますでしょうか？
・キーボックス等の鍵はカード認証を想定しておりますが、利用カードのご要望はありま
すでしょうか？(社員証Felicaカード？免許証？)
・費用提示の条件(台数、期間等)はございますでしょうか？

46
仕様書のとおり、電源確保費用についても、受注者の負担となる。設置場所の提案内容に
応じた所要額を積算し、提案見積に含めること。

項番１２ 軽ダンプ 黄パト リフトダンプ
・現在、軽貨物車でリフトダンプは生産されておりませんが、ターゲットにしている車両
がありますでしょうか？
・黄パトの詳細仕様を開示いただけますでしょうか？
・使用を開示いただいた場合、特殊架装についてはお見積りに時間を要するため質問回答
からご提案日の間に見積積算できない可能性がありますがその際の対応はどのように考え
られますでしょうか？

47
スズキ・キャリー・リフトダンプを想定している。受注停止などあった場合、契約前に市
と協議して車種を変更するなど対応すること。
道路作業車（道路維持作業用自動車）の登録・申請を公安委員会に行う際の規定に基づい
た車両とすること。想定しているのは、黄車体に黄色の回転灯、白ライン及び車体表示
（道路維持作業用自動車または阪南市）である。
また、提案書等の提出期限については、仕様書のとおり。

・想定している契約履行期間における車検有無を正確に把握するために、現用車両の
車検満了時期情報を開示いただけますでしょうか？

48
仕様書にB区分車両一覧として、登録年月日と型式を記載している。当該情報を基に車検
時期を算出すること。

1項
「予定価格7, 5 5 0, 0 0 0円(税込)を上限とする。」 とありますが、こちらの金額はど
こまでの費用を含みますか?
(期間と項目の詳細をご教示いただきたく存じます)

49
主に仕様書の第１章及び本回答1・28のとおり。



要領又は仕様 質疑

その他 回答
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その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑
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要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

要領又は仕様 質疑

その他 回答

1項
「本業務は、車両リース、メンテナンス、クラウド型公用 車管理システム(以下「管理 
システム」という。)、給油、 ETC、給電カード等を一体的に管理運用することで…」と 
ありますが、すべての項目について提供できることが必須条件でしょうか?

50
仕様書に記載のとおり、提案内容が仕様に合致しない、又は制限事項がある場合は、必ず
その旨を提案書内に明示すること。

2項
車両の入れ替え基準等ございましたらご教示いただけますと幸いです。(再リース等をさ
れる可能生があるのかどうか含め確認させていただきたく存じます。)

51
仕様書のとおり7年、6年を入替基準としている。再リースの可能性については、現時点で
未定。

3項
リースに含まれる費用として「リコールの対応」とありますが、 こちらは具体的にどう
いった内容を指しておりますのでしょうか?

52
リコールの情報や入庫するディーラー先の情報を適宜提供すること。

10項
給油価格設定について、後決め先決めの指定はございますか。 
また、先決めの場合は月2回(第1週価格を当月16日〜末日、 第3週価格を翌月1日〜15日に
適用)、後決めの場合は月1回(第2週価格を遡り、当月1日〜末日まで適用)、価格を設定さ
せていただくのですが、問題はないでしょうか。

53
仕様書に基づく支払い方法とする。異なる支払い方法の場合は提案すること。

14項
リース対象の車種において、オーダーストップ等により納期の間 に合わないケースが想
定されます。そういった場合、どのように 取り扱いさせていただいたらよいでしょうか?
(納期は加味せず、金額のみ提示する。対象から外すなど)

54
本回答2・3のとおり。

14項
納期及びメーカー生産の関係で指定(納入)車種を納入できない又は納期に間に合わない場
合、その車両を除いて納入しても問題ございませんか。又、グレードなど希望がございま
すか。

55
本回答2・3・54のとおり。

15.16.17項
それぞれの委託車種の車検証をご提出、または車台番号及び車検満了日をご教示頂くこと
は可能でしょうか。

56
本回答48のとおり。

5項
6.代車提供体制で、受注者の自動車保険に加入している事故、リコール対応時の際の代車
提供は原則無償で行っていませんが、問 題ございませんでしょうか。

57
問題ない。


